
提

出

者

赤

嶺

政

賢

平
成
十
七
年
六
月
十
日
提
出

質

問

第

七

九

号

被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
の
医
療
給
付
制
度
の
改
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
の
医
療
給
付
制
度
の
改
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

被
爆
六
十
年
を
迎
え
、
長
崎
原
爆
被
爆
地
域
住
民
は
、
ま
す
ま
す
高
齢
化
が
進
み
「
生
き
て
い
る
う
ち
に
被
爆
者
と
し
て
認

め
て
ほ
し
い
」
と
の
訴
え
は
一
層
切
実
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
内
外
の
原
爆
犠
牲
者
か
ら
、
被
爆
者
援
護
の
拡
充
を

求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
、
政
府
は
、
本
年
六
月
一
日
か
ら
、
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究

事
業
（
以
下
「
被
爆
体
験
者
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
の
現
行
医
療
給
付
制
度
を
後
退
さ
せ
る
内
容
で
、
抜
本
的
に
改
定
し
て

同
事
業
を
強
行
し
た
。

被
爆
者
を
は
じ
め
、
「
被
爆
体
験
者
」
の
声
を
無
視
し
た
、
こ
う
し
た
厚
生
労
働
省
の
や
り
方
は
、
「
被
爆
体
験
者
」
に
二

重
、
三
重
の
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

被
爆
体
験
者
支
援
事
業
は
、
「
被
爆
体
験
」
に
よ
る
精
神
的
要
因
に
基
づ
く
健
康
へ
の
影
響
が
認
定
さ
れ
れ
ば
、
「
被
爆
体

験
者
」
と
し
て
「
被
爆
体
験
者
医
療
受
給
者
証
」
が
交
付
さ
れ
、
医
療
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

同
事
業
は
「
原
爆
投
下
時
に
発
生
し
た
放
射
線
に
よ
る
直
接
的
影
響
は
な
い
」
と
し
て
、
放
射
線
被
害
の
影
響
を
否
定
し
て

い
る
た
め
に
、
「
被
爆
体
験
者
」
は
、
被
爆
者
と
同
等
の
扱
い
が
さ
れ
な
い
な
ど
、
重
大
な
問
題
点
が
あ
り
、
著
し
く
公
平
性

を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
被
爆
体
験
者
」
の
健
康
の
不
安
を
解
消
す
る
う
え
で
、
欠
か
せ
な
い
施
策
と
な
っ
て
い
る
。

一



そ
も
そ
も
被
爆
体
験
者
支
援
事
業
は
、
被
爆
地
域
住
民
の
半
世
紀
に
お
よ
ぶ
願
い
と
運
動
を
背
景
に
、
長
崎
市
が
取
り
組
ん

だ
「
被
爆
未
指
定
地
域
証
言
調
査
」
が
契
機
と
な
っ
て
、
二
〇
〇
二
年
四
月
一
日
、
爆
心
地
よ
り
半
径
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区

域
内
を
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
被
爆
者
援
護
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
健
康
診
断
特

例
区
域
の
指
定
が
実
現
し
、
時
を
同
じ
く
し
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

原
爆
犠
牲
者
の
被
爆
者
援
護
の
要
求
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
国
の
責
務
と
し
て
、
被
爆
者
体
験
支
援
事
業
の
医
療

給
付
制
度
の
充
実
、
拡
充
こ
そ
図
る
べ
き
で
あ
り
、
同
事
業
の
現
行
医
療
給
付
制
度
の
後
退
は
断
じ
て
容
認
で
き
な
い
。
よ
っ

て
以
下
質
問
す
る
。

一

長
崎
県
及
び
長
崎
市
は
、
か
ね
て
か
ら
被
爆
者
等
の
医
療
受
給
交
付
対
象
者
の
居
住
要
件
の
撤
廃
を
国
に
要
望
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
政
府
は
、
被
爆
体
験
者
支
援
事
業
の
医
療
給
付
制
度
に
つ
い
て
、
居
住
要
件
を
長
崎
県
内
全
域

に
拡
大
し
、
そ
の
一
方
で
、
対
象
疾
病
の
限
定
、
毎
年
更
新
時
に
精
神
科
医
師
の
意
見
書
の
提
出
を
義
務
付
け
る
な
ど
、
現

行
医
療
給
付
制
度
を
大
き
く
後
退
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
何
故
、
こ
の
よ
う
な
改
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

明
確
な
説
明
を
求
め
た
い
。

し
か
も
「
被
爆
体
験
者
」
の
意
見
も
聞
か
ず
、
周
知
徹
底
も
図
ら
ず
に
強
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
根
拠
は
ど
こ

二



に
あ
る
の
か
。

二

被
爆
体
験
者
支
援
事
業
は
、
被
爆
者
援
護
法
の
目
的
及
び
趣
旨
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

同
事
業
の
旧
実
施
要
綱
の
目
的
に
は
「
健
康
の
保
持
と
向
上
に
資
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
新
実
施
要
綱

は
「
症
状
の
改
善
、
寛
解
及
び
治
癒
を
図
る
」
と
、
目
的
を
変
更
し
て
い
る
が
、
何
故
、
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

厚
生
労
働
省
は
、
今
回
の
被
爆
体
験
者
事
業
の
医
療
給
付
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
「
事
業
の
明
確
化
を
図
り
、
適
切

な
運
営
を
実
施
す
る
」
と
説
明
を
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
、
同
事
業
の
新
実
施
要
綱
の
目
的
を
変
え
た

の
か
。

新
実
施
要
綱
の
目
的
を
変
え
た
う
え
、
「
事
業
の
明
確
化
を
図
る
」
な
ど
と
称
し
て
、
発
足
当
時
の
同
事
業
の
医
療
給
付

制
度
を
後
退
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

三

精
神
医
療
受
給
者
証
の
更
新
時
に
お
い
て
、
精
神
科
医
師
に
よ
る
診
断
を
こ
れ
ま
で
の
三
年
に
一
回
を
、
毎
年
に
短
縮
し

た
の
は
、
「
被
爆
体
験
者
」
と
精
神
科
医
師
の
負
担
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
旧
実
施
要
綱
通
り
三
年
に
一
回
に
戻
す

べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
な
に
ゆ
え
に
一
年
に
一
回
診
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
さ
れ

た
い
。

三



四

二
〇
〇
五
年
度
予
算
に
お
い
て
、
被
爆
体
験
者
支
援
事
業
費
九
億
円
を
計
上
し
て
い
る
が
、
前
年
度
実
績
十
四
億
円
を
大

き
く
下
回
っ
て
い
る
。
居
住
要
件
を
長
崎
県
内
に
拡
大
し
て
お
き
な
が
ら
、
一
方
事
業
費
は
、
昨
年
実
績
の
三
分
の
一
を
超

え
る
大
幅
な
減
額
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
「
被
爆
体
験
者
」
の
医
療
給
付
の
切
捨
て
と
、
被
爆
体
験
者
支
援
事
業
を
抑
制
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
明
確
な
説
明
を
求
め
た
い
。

厚
生
労
働
省
が
、
同
事
業
費
予
算
の
「
適
正
化
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
事
業
費
を
九
億
円
以
内
に
抑
制
す
る
と
い
う
こ

と
を
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

仮
に
、
九
億
円
以
上
の
事
業
費
が
か
か
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
必
要
な
予
算
措
置
は
保
障
さ
れ
る
と
断
言
で
き
る
の

か
。

五

六
月
以
降
交
付
さ
れ
る
「
医
療
受
給
証
」
に
は
、
対
象
精
神
疾
患
名
や
、
対
象
合
併
疾
患
名
が
個
々
に
明
記
さ
れ
る
こ
と

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
個
人
情
報
の
保
護
、
す
な
わ
ち
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
る
が
ど

う
か
。

六

被
爆
体
験
者
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
居
住
条
件
の
長
崎
県
内
へ
の
拡
大
を
除
き
、
従
前
の
実
施
要
綱
に

四



基
づ
い
て
医
療
給
付
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
く
要
求
す
る
。
見
解
を
求
め
た
い
。

七

被
爆
体
験
者
支
援
事
業
に
お
い
て
は
、
「
放
射
線
被
害
の
影
響
を
否
定
」
し
、
原
爆
を
直
接
体
験
し
た
住
民
に
と
っ
て
、

最
も
深
刻
な
疾
患
で
あ
る
「
癌
」
を
医
療
費
給
付
対
象
か
ら
、
除
外
し
て
い
る
こ
と
は
、
被
爆
の
実
相
を
無
視
し
た
も
の
で

あ
る
。
見
解
を
求
め
た
い
。

八

二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
長
崎
の
被
爆
地
域
問
題
の
検
討
会
最
終
報
告
書
の
取
り
ま
と
め
に
際
し
、
長
崎
大
学
の
中
根
教
授

や
放
射
線
影
響
研
究
所
の
長
滝
前
理
事
長
は
「
本
検
討
会
で
は
、
放
射
線
被
爆
線
量
に
つ
い
て
は
調
査
研
究
し
て
い
な
い
の

で
、
こ
の
問
題
（
放
射
線
に
よ
る
影
響
は
な
い
）
を
書
く
必
要
が
あ
る
の
か
」
と
の
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

こ
の
機
会
に
、
一
九
九
一
年
六
月
に
長
崎
県
及
び
長
崎
市
が
提
出
し
た
「
長
崎
原
爆
残
留
放
射
能
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
調
査
報

告
書
」
、
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
に
長
崎
市
が
提
出
し
た
「
原
子
爆
弾
被
爆
未
指
定
地
域
証
言
調
査
報
告
書
」
に
つ
い
て
、
再

度
、
精
査
し
「
被
爆
体
験
者
」
に
対
し
て
、
被
爆
者
援
護
法
を
全
面
的
に
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

九

政
府
は
、
被
爆
者
を
再
び
つ
く
ら
な
い
と
い
う
固
い
決
意
を
示
す
う
え
で
、
被
爆
者
援
護
法
に
国
家
補
償
を
明
記
す
る
こ

と
が
、
被
爆
者
団
体
か
ら
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
被
爆
六
十
年
の
こ
の
節
目
に
国
家
補
償
を
明
記
し
た
被
爆
者
援
護
法
を

制
定
し
、
世
界
唯
一
の
被
爆
国
に
ふ
さ
わ
し
い
被
爆
者
援
護
策
と
核
兵
器
廃
絶
の
た
め
に
力
を
尽
く
す
べ
き
と
考
え
る
。
見

五



解
を
求
め
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


